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ちちぶ芸術祭 開催中
（12月21日までのイベント） 

秩
父
幼
稚
園
・
秩
父
保
育
園

音
楽
発
表
会

と
　
き　

12
月
20
日
㈯
午
後
１
時
開

場
、
１
時
30
分
開
演

と
こ
ろ　

ミ
ュ
ー
ズ
パ
ー
ク
音
楽
堂

内
　
容　

毎
日
毎
日
楽
し
く
積
み
重
ね

る
と
奏
で
る
こ
と
が
こ
ん
な
広
が
る
。

子
ど
も
た
ち
か
ら
生
ま
れ
る
感
動
が
新

し
い
キ
セ
キ
に
な
る
時
で
す
。（
入
場

無
料
）

１
秩
父
幼
稚
園
・
秩
父
保
育
園 

柴
原

　

☎
22

－

１
３
８
５

親
子
ふ
れ
あ
い
コ
ン
サ
ー
ト

と
　
き　

12
月
21
日
㈰

︻
第
１
部
︼
午
前
11
時
～
正
午

（
対
象
：
３
～
６
歳
児
と
そ
の
保
護
者
）

︻
第
２
部
︼
午
後
２
時
～
３
時

（
対
象
：
３
歳
以
上
の
子
ど
も
と
そ
の

保
護
者
）

と
こ
ろ　

歴
史
文
化
伝
承
館
２
階
ホ
ー
ル

内
　
容　

ソ
プ
ラ
ノ
歌
手
の
薗
田
真
木

子
さ
ん
と
フ
ル
ー
ト
奏
者
山
下
萌
さ

ん
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
髙
橋
望
さ
ん
に
よ
る

フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
。

（
入
場
料
一
人
１
０
０
円
）

定
　
員　

各
回
２
０
０
人

チ
ケ
ッ
ト　

歴
史
文
化
伝
承
館
１
階
総
合

窓
口
、
吉
田
・
大
滝
・
荒
川
総
合
支
所

市
民
福
祉
課
、
生
涯
学
習
課
（
芸
術
文

化
会
館
内
）
に
て
販
売

※
芸
術
文
化
会
館
は
、
土
日
も
可
。

１
ち
ち
ぶ
芸
術
祭
実
行
委
員
会
事
務
局

　
（
生
涯
学
習
課
）
☎
23

－

２
２
９
４

秩
父
市
民
踊
連
合
会
文
化
祭

と
　
き　

11
月
23
日
（
日
・
祝
）
午
前

９
時
～
午
後
５
時

と
こ
ろ　

歴
史
文
化
伝
承
館
２
階
ホ
ー
ル

内
　
容　

全
国
共
通
の
踊
り
を
各
団
体

で
発
表
。「
み
ん
な
で
楽
し
く
、仲
よ
く
」

を
モ
ッ
ト
ー
に
活
動
中
。（
入
場
無
料
）

１
秩
父
市
民
踊
連
合
会 

中
村

　

☎
22

－

１
４
１
６

秩
父
混
声
合
唱
団
　

第
30
回
定
期
演
奏
会

と
　
き　

11
月
23
日
（
日
・
祝
）
午
後

１
時
30
分
開
場
、
２
時
開
演

と
こ
ろ　

ミ
ュ
ー
ズ
パ
ー
ク
音
楽
堂

内
　
容　

記
念
す
べ
き
30
回
目
の
定
期

演
奏
会
。
私
た
ち
の
歴
史
を
ひ
も
と
く

と
と
も
に
、
古
き
民
話
の
世
界
へ
と
皆

さ
ま
を
誘
い
ま
す
。（
入
場
無
料
）

１
秩
父
混
声
合
唱
団 

小
林

　

☎
22

－

８
４
２
５

　ちちぶ芸術祭に参加しているさまざまなイベ
ントを紹介します。
　次は一緒に活動してみませんか？
１ちちぶ芸術祭実行委員会事務局（生涯学習課）
　☎２３－２２９４

介護予防で
いつまでもハツラツと
介護予防で
いつまでもハツラツと

高
齢
者
の
権
利
を
守
る
成
年
後
見
制
度

認
知
症
高
齢
者
を
支
え
る
仕
組
み

　

最
近
、
孤
独
死
や
無
縁
社
会
な
ど
が

大
き
な
話
題
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
一

人
暮
ら
し
で
頼
れ
る
人
も
い
な
い
生
活

で
、
認
知
症
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、

財
産
管
理
や
介
護
施
設
の
入
居
手
続
き

な
ど
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
不
安
に

な
る
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
ん
な
と
き
、
安
心
し
て
生
活
す

る
た
め
の
制
度
の
ひ
と
つ
が
「
成
年
後

見
制
度
」
で
す
。

　

成
年
後
見
制
度
は
、
認
知
症
や
知
的

障
害
な
ど
に
よ
り
判
断
能
力
が
十
分
で

な
い
人
が
日
常
生
活
で
契
約
や
手
続
き

を
す
る
と
き
に
不
利
に
な
ら
な
い
よ
う

支
援
す
る
制
度
で
す
。

家
庭
裁
判
所
で
選
任

さ
れ
た
成
年
後
見
人

が
預
貯
金
の
管
理
や

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
手

続
き
な
ど
を
本
人
に

代
わ
っ
て
行
い
ま
す
。

市
民
目
線
の
支
援
に
期
待

　

こ
れ
ま
で
、
後
見
人
に
な
る
の
は
主

に
親
族
で
し
た
が
、
身
寄
り
の
な
い
高

齢
者
や
親
族
に
頼
れ
な
い
高
齢
者
も
増

え
て
お
り
、
弁
護
士
や
司
法
書
士
と

い
っ
た
専
門
職
が
後
見
人
と
な
る
ケ
ー

ス
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
高

齢
者
の
増
加
に
比
べ
る
と
、
専
門
職
の

数
は
不
足
し
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
新
た
な
担
い
手
と
し
て
注

目
さ
れ
て
い
る
の
が
、「
市
民
後
見
人
」

で
、
必
要
な
知
識
と
社
会
経
験
を
活
か

し
、
同
じ
市
民
と
い
う
立
場
で
後
見
人

活
動
を
行
い
ま
す
。

　

単
に
専
門
職
後
見
人
の
不
足
を
補
う

と
い
う
存
在
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
こ

と
を
よ
く
知
る
市
民
が
後
見
人
に
な
る

こ
と
で
、
専
門
職
と
は
異
な
る
身
近
な

関
係
を
活
か
し
た
支
援
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
地
域
に
お
け
る
日
常
的
な

見
守
り
や
、
き
め
細
や
か
な
対
応
が
可

能
で
あ
り
、
地
域
に
お
け
る
担
い
手
と

し
て
、
大
き
な
意
義
と
役
割
が
あ
り
ま

す
。

　

地
域
で
暮
ら
す
同
じ
市
民
の
目
線

で
、
後
見
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
す

こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
秩
父
市
で
も

市
民
後
見
人
を
養
成
す
る
研
修
を
、
秩

父
市
社
会
福
祉
協
議
会
に
お
い
て
開
催

し
て
い
ま
す
の
で
、
興
味
の
あ
る
方
は

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

成
年
後
見
制
度
に
関
す
る
ご
相
談
は
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
、
社

会
福
祉
協
議
会
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

犬や猫などの愛護動物を捨てた者は１００万円以下の罰金に処せられます。
※この内容は、「動物の愛護及び管理に関する法律」で定められています。

ルールを守って正しく動物を飼いましょう！


